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「諮
問
を
要
し
な
い
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
」
の
改
定
に
つ
い
て

平
成
3
1
年
２
月
1
5
日

事
務

局
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料
９
３
－
２
－
１

1

1



基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則

（平
成
14
年
総
務
省
令
第
64
号
）

第
十
七
条

接
続
料
規
則
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
（略
）

は
、
設
備
管
理
部
門
の
原
価
を
構
成
す
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用

及
び
利
益
対
応
税
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令

第
十
一
条
第
一
項
中
「第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
」と

あ
る
の
は
・・
・（
略
）・
・・
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
1
2年
郵
政
省
令
第
64
号
）

第
十
一
条

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
の
額
は
、
次

に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。

（略
）

第
十
一
条

一
般
法
定
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る

式
に
よ
り
計
算
す
る
。

（略
）

①
他
の
省
令
（接
続
料
規
則
）

の
条
文
を
引
用

第
十
七
条

接
続
料
規
則
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
（
略
）

は
、
設
備
管
理
部
門
の
原
価
を
構
成
す
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用

及
び
利
益
対
応
税
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令

第
十
一
条
第
一
項
中
「
一
般
法
定
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
」と
あ
る
の

は
・・
・（
略
）・
・・
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

①
他
の
法
令
等
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
当
然
必
要
と
さ
れ
る
規
定
の
整
理

（
改
正
）

②
接
続
料
規
則
の
一
部
改
正

②
用
語
の
整
理
、
条
、
項
又
は
号
の
繰
上
げ
又
は
繰
下
げ
そ
の
他
の
形
式
的
な
変
更

例
）
他
の
省
令
の
条
文
を
引
用
し
て
い
る
規
定
に
関
し
、
引
用
元
条
文
の
改
正
に
伴
い
引
用
先
を
改
正
。

引
用
元
省
令

引
用
先
省
令

（引
用
）

第
十
八
条
の
五

第
四
条
の
表
九
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
は
、

通
信
回
数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
三

第
四
条
の
表
九
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
は
、

通
信
回
数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

例
）
条
の
繰
上
げ

（
接
続
料
規
則
）

第
十
五
条

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
通
信
路
の
設
定
を
行
う
機
能
の
接
続
料
は
通
信
回
数

を
単
位
と
し
て
、
通
信
路
を
保
持
す
る
機
能
の
接
続
料
は
通
信
時
間
を
単
位
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
（略
）

例
）
用
語
の
整
理

（接
続
料
規
則
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
通
信
路
を
設
定
す
る
機
能
の
接
続
料
は
通
信
回
数
を

単
位
と
し
て
、
通
信
路
を
保
持
す
る
機
能
の
接
続
料
は
通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
（略
）

電
気
通
信
事
業
法
第
1
6
9
条
の
規
定
に
よ
り
諮
問
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
項
の
う
ち
、
以
下
の
①
及
び
②
の
形
式
的
な
変
更
に
関

し
、
軽
微
事
項
と
し
て
明
確
化
す
る
こ
と
で
諸
手
続
の
迅
速
化
を
図
る
。

「諮
問
を
要
し
な
い
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
」の
改
定
に
つ
い
て

③
他
の
省
令
の
改
正
に
伴
い
当
然

必
要
と
さ
れ
る
規
定
の
整
理

2

2



【
参
考
】

○
行
政
手
続
法
（
平
成
５
年
法
律
第
8
8
号
）

（
意
見
公
募
手
続
）

第
三
十
九
条

命
令
等
制
定
機
関
は
、
命
令
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
命
令
等
の
案
（命
令
等
で
定
め
よ
う
と
す
る
内
容
を

示
す
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
資
料
を
あ
ら
か
じ
め
公
示
し
、
意
見
（情
報
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
出
先
及

び
意
見
の
提
出
の
た
め
の
期
間
（
以
下
「意
見
提
出
期
間
」
と
い
う
。
）を
定
め
て
広
く
一
般
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３
（
略
）

４
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
～
七

（
略
）

八
他
の
法
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
当
然
必
要
と
さ
れ
る
規
定
の
整
理
そ
の
他
の
意
見
公
募
手
続
を
実
施
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

軽
微
な
変
更
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
内
容
と
す
る
命
令
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

○
行
政
手
続
法
施
行
令
（
平
成
６
年
政
令
第
2
6
5
号
）

（
意
見
公
募
手
続
を
実
施
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
命
令
等
）

第
四
条

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

２
法
第
三
十
九
条
第
四
項
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
他
の
法
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
当
然
必
要
と
さ
れ
る
規
定
の
整
理

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
用
語
の
整
理
、
条
、
項
又
は
号
の
繰
上
げ
又
は
繰
下
げ
そ
の
他
の
形
式
的
な
変
更

3
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○
諮
問
を
要
し
な
い
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日 

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
電
気
通
信
事
業
部
会
決
定
第
五
号
）
の
改
定
案 

新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 
 

 

（
略
） 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
九
条
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
、
審
議
会
へ
の
諮
問
を
要
し
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の

規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
重
要
又
は
異
例
な
事
案
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

一
～
六 

（
略
） 

一 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
又
は
ニ
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
設
備
の
指
定
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

１ 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
の
指
定 

 

イ 

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
。
以
下
「
報
告
規
則
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
状
況
に
係
る
報
告
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
割

合
が
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
割
合
を
超
え
た
場
合 

 

ロ 

報
告
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
伝
送
路
設
備
の
一
端
と
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数

に
係
る
報
告
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
割
合
が
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
を
超
え
た
場
合 

 

２ 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
設
備
と
同
種
の
電
気
通
信
設
備
の
指
定 

 

イ 

法
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項 

 

ロ 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
一
項 

 

二 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
料
金
指
数
の
設
定
に
関
す
る
事
案
の
う
ち
、
施
行
規
則
第
十
九
条
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
産
性
向
上
見
込
率
を
新
た
に
算
定
し
な
い
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。 

 

１ 

施
行
規
則
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
費
者
物
価
指
数
変
動
率
と
し
て
、
同
条
第
三
項
に
規
定

す
る
暦
年
に
お
け
る
消
費
者
物
価
指
数
変
動
率
を
用
い
る
も
の 

 
２ 
施
行
規
則
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
生
的
要
因
を
用
い
る
も
の 

 

三 

法
第
三
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改
廃
の
う
ち
、
勘
定
科
目
の
分
類
そ
の
他
会
計
に
関

す
る
手
続
を
定
め
る
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改
廃
（
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
総
務
省
令
と
異
な
る
勘
定
科

目
の
分
類
そ
の
他
会
計
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
場
合
を
除
く
。
） 

 

四 

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
接
続
約
款
の
設
定
又
は
変
更
の
認
可
に
関
す
る
事
案
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
も
の 

 

１ 

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
定
め
る
電
気
通
信
事
業
者
の
別
を
設
定
又
は
変
更
す
る
も
の 
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２ 

接
続
料
の
適
用
対
象
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者
を
変
更
す
る
も
の 

 

３ 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
通
信
量
に
関
す
る
基
準
（
通
信
の
宛
先
の
数
に

関
す
る
基
準
を
含
む
。
）
を
緩
和
す
る
も
の 

 

４ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
第
四
条
の
表
五
の
項
に
規

定
す
る
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
の
う
ち
設
置
場
所
ご
と
に
接
続
料
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
新
た

な
設
置
場
所
を
追
加
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
と
同
一
の
方
式
で
接
続
料
を
設
定
す
る
も
の 

 

５ 

接
続
料
及
び
接
続
の
条
件
を
変
更
し
な
い
規
定
の
整
備 

 

五 

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
効
率
化
が
相
当
程
度
図
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る

機
能
に
関
す
る
事
案
の
う
ち
、
当
該
機
能
に
関
す
る
資
産
及
び
費
用
の
整
理
（
正
味
固
定
資
産
価
額
算
定
に
用
い

る
数
値
及
び
費
用
算
定
に
用
い
る
数
値
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も
の 

 

六 

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

１ 

施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
報
告
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
等
の
状
況
の
報
告
に
よ
る
利
用
者
の
数
が
施
行
規
則
第
二

十
七
条
の
二
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
数
を
超
え
た
場
合 

 

２ 

報
告
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
状
況
の
報
告
に
よ
る
利
用
者
の
数
が
施
行
規
則
第
二
十
七

条
の
二
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
数
を
超
え
た
場
合 

七 

法
第
百
六
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
事
案
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

１ 

他
の
法
令
等
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
当
然
必
要
と
さ
れ
る
規
定
の
整
理 

２ 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
用
語
の
整
理
、
条
、
項
又
は
号
の
繰
上
げ
又
は
繰
下
げ
そ
の
他
の
形
式
的
な
変

更 

（
新
設
） 

八 

（
略
） 

  
 

 

附 

則 

（
略
） 

七 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
が
軽
微
な
事
項
と
し
て
個
別
に
認
定
し
た
も
の 

  
 

 

附 

則 

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
機
構
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
審
議
会
へ
の
諮
問
を
要
し
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し

次
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
重
要
又
は
異
例
な
事
案
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

 一 

機
構
法
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の

認
可
に
関
す
る
事
案
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

１ 

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
附
則
第
八
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
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基
準
及
び
第
九
条
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
六
十
一

号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
ア
ク
セ
ス
行
為
も
係
る
業
務
に
従
事
す

る
者
の
氏
名
、
所
属
部
署
及
び
連
絡
先 

２ 

省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
ア
ク
セ
ス
行
為
の
送
信
元
の
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設

備
に
割
り
当
て
ら
れ
る
ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
設
備
に
関
す
る
事
項 

３ 

省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
ア
ク
セ
ス
行
為
に
係
る
識
別
符
号
の
方
針
に
基
づ
き
入
力
す
る

識
別
符
号 
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